
令 和 ７ 年
４月４日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
の
解
除
（
環
境
政
策
課
）
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…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機
関
の
指
定
（
二
件
）
（
厚
政
課
）
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特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
（
漁
港
漁
場
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

林
業
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
（
森
林
整
備
課
）

三
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…

○
企
業
管
理
公
告

契
約
の
締
結

三
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…
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…
…
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告

示

山
口
県
告
示
第
百
二
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
五
年
山
口
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号
）
に
よ

り
指
定
さ
れ
た
区
域
の
一
部
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
七
年
四
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

周
南
市
野
村
南
町
四
九
七
六
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合

物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
実
施
に
よ
る
基
準
適
合
の
確
認

山
口
県
告
示
第
百
二
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
七
年
四
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
コ
ス

モ
フ
ァ
ー
マ

シ
ー

宇
部
市
東
小
羽

山
町
二
丁
目
五

番
一
一
号

み
ら
い
薬
局

宇
部
市
東
小
串

二
丁
目
一
番
三

号

居
宅
療

養
管
理

指
導

令
和
六
、
一
一
、

一

社
会
福
祉
法
人

ひ
と
つ
の
会

防
府
市
大
字
佐

野
一
五
二
の
一

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
笑
生
苑

防
府
市
大
字
佐

野
一
五
二
の
一

認
知
症

対
応
型

共
同
生

活
介
護

令
和
七
、一
、

〃

山
口
県
告
示
第
百
二
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
七
年
四
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
コ
ス

モ
フ
ァ
ー
マ

シ
ー

宇
部
市
東
小
羽

山
町
二
丁
目
五

番
一
一
号

み
ら
い
薬
局

宇
部
市
東
小
串

二
丁
目
一
番
三

号

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

令
和
六
、
一
一
、

一

一
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社
会
福
祉
法
人

ひ
と
つ
の
会

防
府
市
大
字
佐

野
一
五
二
の
一

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
笑
生
苑

防
府
市
大
字
佐

野
一
五
二
の
一

介
護
予

防
認
知

症
対
応

型
共
同

生
活
介

護

令
和
七
、一
、

〃

山
口
県
告
示
第
百
二
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
江
崎
漁
港
海
岸
海
岸
保
全
施
設
整
備
連
携
排
水
機
場
監
視
操
作
制
御
設
備
製
作
輸
送
据
付
工
事
の

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格

（
以
下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審

査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
七
年
四
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

江
崎
漁
港
海
岸
海
岸
保
全
施
設
整
備
連
携
排
水
機
場
監
視
操
作
制
御
設
備
製
作
輸
送
据
付
工
事

㈠

工
事
場
所

萩
市
大
字
江
崎
字
中
町
地
内

㈡

工
事
の
概
要

名

称

数

量

監
視
操
作
制
御
設
備

一
式

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

㈠

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

⚑

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
（
令
和
六
年
山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の
㈠
の
規
定

に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
が
電
気
通
信
工
事
の
Ａ
等

級
で
あ
る
こ
と
。

⚒

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に
規

定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可
（
電
気
通
信
工
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ

と
。

⚓

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈡

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
令
和
七
年
四
月
三
日
ま
で
に
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が

通
知
し
た
法
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も
の
（
以

下
「
総
合
評
定
値
」
と
い
う
。
）
の
電
気
通
信
工
事
の
数
値
が
千
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈢

共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の
者
の
総
合
評
定
値
の
電
気
通
信
工
事
の
数
値
が
七
百
以
上
で
あ

る
こ
と
。

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

㈠

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
四
の
㈠
に
規
定
す
る
共

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚑

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

⚒

総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

⚓

特
定
建
設
業
の
許
可
通
知
書
の
写
し

⚔

委
任
状

㈡

申
請
書
等
の
提
出
方
法

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
山
口
県
条
例

第
三
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
以
下

「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

㈢

申
請
書
等
の
提
出
期
限

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

午
後
四
時
三
十
分

㈣

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
令
和
七
年
五
月
二
十
二
日
ま
で
に
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
に
よ
り
行
う
。

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
萩
農
林
水
産
事
務
所
（
電
話
〇
八
三
八－

二
五－

三

三
七
七
）
に
す
る
こ
と
。

二

山 口 県 報 （定期） 第 593 号令和７年４月４日 金曜日



公

告

（
七
八
）
林
業
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
生
産
事
業
者
の
登
録
を
し
ま
し
た
。

令
和
七
年
四
月
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

登
録
番
号

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

生
産
事
業
の
内
容

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

一
二
一
二

株
式
会
社

Ｍ
．
Ｔ
．
ｗ

ｏ
ｒ
ｋ
ｓ

山
口
市
大
内
氷
上
三
丁
目
六
番

三
二
号

幼
苗
の
育
成
及
び
幼
苗

以
外
の
苗
木
の
育
成

生
産
事
業
者
の
名
称
及
び

住
所
に
同
じ
。

企

業

局

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
七
年
四
月
四
日

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

弘

田

隆

彦

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

企
業
局
電
気
工
水
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
予
定
数
量

電
気

千
二
百
九
十
三
万
四
千
七
百
十
四
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
二
月
十
八
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

中
国
電
力
株
式
会
社

広
島
市
中
区
小
町
四
番
三
十
三
号

六

落
札
金
額
（
予
定
使
用
電
力
量
の
対
価
に
相
当
す
る
金
額
）

二
億
二
千
七
百
七
十
四
万
千
八
百
七
十
五
円

七

入
札
公
告
日

令
和
七
年
一
月
七
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

弘
田

隆
彦

㈡

調
達
方
法

購
入

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

二
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令
和
七
年
四
月
四
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
七
年
四
月
四
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


